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所得と生活時間の貧困分析

―CES型Well-being関数の推計によるアプローチ

Income and Time Poverty in Japan:

An Interdependent Multidimensional Poverty Approach

王

Wei Wang

―要約―

従来の貧困研究の多くは，所得などの経済的な指標を基準として貧困か否かの認定を行ってきた。

しかし，家庭生活を営む時間も所得と同様に有限であり，人々が最低限の生活を営むうえで欠かせな

い水準が存在していると考えられる。欧米では，生活時間の不足を考慮した時間貧困（Time Poverty）

の研究が近年蓄積されているが，日本ではまだわずかである。そのため，本稿では慶應義塾大学の日

本家計パネル調査（Japan Household Panel Survey）の個票データ（2011-2014）を使用することで，

所得と生活時間の双方の次元に注目した貧困分析を試みる。具体的には，Merz and Rathjen（2014）

が提唱したCES型Well-being関数を用いた貧困の推計により，これまで見過ごされてきた「生活時間の

不足を原因とする貧困層」や「所得よりも時間（余暇）を選択している非貧困層」の抽出を行う。

推定結果によると，分析対象となった回答者（学生，親と同居している者，三世代世帯に属する者

を除く）が属する世帯の中で，所得と時間の同時貧困に直面している世帯は全体の1.9％程度であった。

しかし，ひとり親世帯は，所得と時間の同時貧困は18％程度の高い割合にのぼっており，単身世帯（女

性）も約７％の水準に達している。また，生活時間を労働に配分することで所得貧困の脱出が可能と

考えられる世帯は，ひとり親世帯や単身世帯に多く，ひとり親世帯の14.6％，単身世帯（女性）の17.5％

にのぼった。逆に所得のみの基準では貧困でなくても，生活時間の不足から貧困と判断される世帯が，

全体の約２％存在し，６歳未満の子どもを２人以上持つふたり親世帯の5.5％，単身世帯（女性）の3.7％

がそのケースに該当した。

従来の所得のみを基準とする貧困の推定とWell-being関数を用いた貧困の推定を比べると，従来の

推定では，単身世帯やひとり親世帯の貧困が高めに推計されやすく，夫婦がともにフルタイム就労し

ている世帯や世帯主が中・高卒である世帯の貧困がやや低めに推計されやすいことがわかった。時間

の次元を考慮することで，貧困の削減についてより適切な政策アプローチが可能になると考えられる。
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１.はじめに

1990年代以降，多くの先進国で格差や貧困（相対貧困）の拡大を指摘する実証研究がなされてきた。

OECD（2016）の国際比較によると，日本の貧困も深刻であり，2012年の数値では，全体でメキシコ，

イスラエル，米国，トルコ，チリに続き16％の相対貧困率であった。また，18歳未満，18歳以上65歳

未満，65歳以上のどの世代においても貧困率がOECD諸国の平均を上回る状況にある（OECD, 2016,

p.57）。

OECDの国際比較にも象徴されるように，格差・貧困研究の大半は，所得や消費といった金銭的な尺

度を用いた測定を行っている。確かに，人々の生活水準について評価する場合，金銭的尺度はもっと

も明瞭で扱いやすい尺度である。必要なものの多くは金銭で取得することが可能なためである。しか

し，たとえ金銭が十分にあっても自身や家族が家庭で生活を営む時間が十分でない場合，家事や育児，

家族の看護・介護などが満足に行えず，生活の質が大きく損なわれるケースが存在する。これは，家

事や育児など家庭で提供されるサービスが，市場で購入可能なサービスや政府・自治体が提供する社

会保障サービスと完全には代替可能ではないためである。人々が自由に使える生活時間は，お金とと

もに有限な資源であり，生活の質を決定づける重要な要因といえる。

このような考えのもと，石井・浦川（2014）では，従来の金銭的な尺度のみを用いて測定した貧困

では捉えることができなかった「生活時間の欠乏」に着目し，就業や睡眠などの基礎的な時間，家事・

育児により，どれほどの世帯が時間の貧困に直面しているかをVickery（1977）の時間貧困（time
 

poverty）の概念に基づいて計量的に明らかにした。同研究では，所得と時間の２次元から貧困を捉え，

他の重要な属性を制御したうえで，「ひとり親世帯」や「ふたり親（末子６歳未満）で夫婦がフルタイ

ムの共働き世帯」において，時間貧困率が高くなっていることを慶應義塾大学の「日本家計パネル調

査」（JHPS）の個票データから実証している。

ただし，先行研究の分析では，推計上いくつかの点が課題として残されていた。中でも重要な課題

は，推計に用いられた貧困の定義の妥当性についてである。たとえば，所得は「非貧困」で時間は「貧

困」に区分される世帯が，はたして真に「貧困」の状況にあると言えるのかどうかという問題である。

実際，所得が十分にあれば，その所得を用いて家事・育児関連の代替サービスを（完全ではないもの

の）市場から購入できるため，生活時間の不足をある程度補うことができる。また，所得が「貧困」

でも時間が「非貧困」であれば，労働市場で所得を稼ぎ，所得貧困を脱出することが可能かもしれな

い。それにもかかわらず，そのような行動を世帯員がとっていないということは，貯蓄などが十分に

あり，所得を獲得する必要性に迫られていなかったからかもしれず，低い所得は自発的な選択であっ

た可能性が残る。無論，事実はその逆であり，所得を得たくとも仕事を得ることができなかったとい

うケースもありえよう。いずれにせよ，所得と生活時間の双方から貧困を考察するのであれば，所得

と生活時間の代替性，相互依存的な関係を考慮しながら貧困を認定する必要性がある。

このような問題点を考慮し，Merz and Rathjen（2014）は，所得と時間の代替可能性に注目した補

償アプローチ（compensation approach）と呼ばれる貧困の推計法を提唱している。これは，所得と
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余暇を変数に含むCES型のWell-being関数のパラメータを推計し，推計された関数に各世帯の所得，生

活時間（余暇時間）の値を代入することで，当該世帯における貧困の認定を行う分析手法である。海

外の先行研究では，補償アプローチによる貧困の測定が蓄積されつつあるが，日本ではまだ大規模な

個票データを活用した本格的な分析は実施されていないのが現状である。

そこで本稿では，Merz and Rathjen（2014）の補償アプローチをもとに，家計の個票データを用い

て日本の貧困を所得と時間の双方から捉え，その社会経済的要因について検証することを目的とする。

補償アプローチによる貧困の推計により，これまで見過ごされてきた「生活時間の不足を原因とする

貧困層」やこれまでは所得貧困とされてきたが「所得よりも時間（余暇）を選択している非貧困層」

の抽出が可能となる。近年重要視されている子育て世代におけるワーク・ライフ・バランスの達成や

単身世帯の貧困削減に向けて，どのような政策が必要なのか，この研究を通して既存研究の分析結果

を補う政策インプリケーションを得ることができると考えられる。

本稿の構成は以下の通りである。まず２節では，時間の貧困を考慮した先行研究について概観する。

３節では，使用データと使用変数について解説した後，所得と時間の貧困の定義について説明する。

４節では，Merz and Rathjen（2014）の補償アプローチに基づく貧困（IMD poverty:Interdependent
 

Multidimensional Poverty）の推計法について解説する。５節では，IMD povertyの要因に関する分

析結果ならびに結果に関する考察を行う。６節では，結論についてまとめる。

２.先行研究

本節では，まず石井・浦川（2014），浦川・小塩（2016）などを参考に，生活時間の貧困を取り上げ

た過去の代表的な先行研究について概観する。従来の金銭による貧困の測定に時間の概念を加え，２

つの次元から貧困を捉えた実証研究の先駆者はVickery（1977）である。Vickery（1977）は，Becker

（1965）の家計内配分モデルに基づき，家計の資源は「資産」，「時間」，「世帯員の能力」からなると

定義した。Becker（1965）のモデルは，各世帯が世帯員の能力に基づいて市場での労働と家事労働に

時間を適切に配分することで，家事の最適な水準や所得・消費の最適な水準が決定されるとしている。

ここでの理論を踏まえ，Vickery（1977）はアメリカのデータをもとに２次元的貧困線を提示している。

具体的には，世帯類型ごとに最低必要所得（M ），家事労働必要時間（T ），家事労働を外部化（市場

で購入）した場合の必要所得（M ）を推定している。さらに，各世帯類型が貧困から抜け出すための

賃金率（critical wage rate）を算出している。

Douthitt（2000）は，Vickery（1977）の２次元的貧困線の概念を踏襲し，アメリカの1985年のTime
 

Use Surveyを用いてVickery（1977）の研究のアップデートを試みている。また，Harvey and Muk-

hopadhyay（2007）では，1990年代後半のカナダにおける２次元的貧困率を計測し，ひとり親世帯（子

ども２人以上）の時間貧困率が高いことを示している。そのうえで，時間不足の世帯における家事・

育児などの外部化コストを考慮すると，所得貧困率が約２％ポイント上昇することを推計している。

同様に，Kalenkoski et al.（2011）では，時間貧困と相関のある諸変数をAmerican Time Use Survey
 

Dataから検証し，所得の貧困は時間の貧困と統計的に無相関であることを示している。さらに，ひと
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り親世帯，ふたり親世帯ともに，子どもの多い家庭で時間貧困率が高く，子ども１人の増加は，大人

の日常の裁量時間（discretionary time：睡眠や身支度，家事・育児全般，労働以外に充てることが可

能な時間）を１日約35分減らすことを明らかにしている。また，Burcahrdt（2008,2010）は，UK Time
 

Use Survey 2000を用い，世帯類型ごとの利用可能な資源（時間，人的資源，社会保障給付）や遂行

すべき責務（個人的ケア，育児，介護など）を考慮し，余暇と労働への実現可能な時間配分と所得の

組み合わせについて分析している。Goddin et al.（2005）は，国ごとの社会保障制度の違いが，個人

の裁量時間（discretionary time）の多寡に実際にどのような影響を与えているかについて検証してい

る。

なお，日本における時間と所得による２次元的貧困の研究は，未だ分析事例が限られた研究テーマ

であるが，生活時間に焦点をあてた分析はいくつかある。それらの研究の多くは，子育て世帯のワー

ク・ライフ・バランスに注目しており，ひとり親世帯において仕事と育児による時間的負担を示唆す

る研究が多く見られる（矢野,1998；田宮・四方,2007；労働政策研究・研修機構,2012；内閣府編,

2013）。田宮・四方（2007）では，母子世帯の仕事と育児の両立について国際比較を行っており，日本

のシングルマザーは欧米各国と比較して顕著に仕事時間が長く，育児時間が短いことを指摘してい

る 。労働政策研究・研修機構（2012）では，「子どものいる世帯の生活状況及び保護者の就業に関す

る調査」を実施し，それに基づき様々な集計を行っている。その結果，仕事を持つ保護者のうち，「仕

事と家庭生活の間でコンフリクト（衝突）が起きる頻度」が「ほぼ毎日」と回答した割合は母子世帯

16.8％，父子世帯13.8％，ふたり親世帯（母親が回答）で7.6％であり，ここでもひとり親世帯におけ

る時間的負担の大きさがみられる。また，内閣府編（2013）『子ども・若者白書』では，１週間のうち

母親と会話する時間が４時間以下しか取れない子どもが１割，父親と会話する時間が４時間以下の子

どもは３割存在（平成21年）することを明らかにしている。このような状況を踏まえると，所得のみ

ならず時間も加えて貧困を計測することで，特に子育て世帯における生活の困窮状況をより的確に把

握することができると考えられる。

３.使用データと貧困の測定

3.1 データ

本稿で用いるデータは慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センターによる「日本家計パネル調査

（Japan Household Panel Survey:JHPS）」である。JHPSは2009年より全国の成人男女約4,000人

を対象に開始されたパネル調査であり，世帯構成，就業状況，所得，生活時間，居住状況など幅広い

項目を調査している 。本稿では時間貧困の測定に必要となる「通勤時間」に関する質問項目を含む

2011年（JHPS2011）から2014年（JHPS2014）のデータを用いて分析を行うこととする。

１)具体的には，６歳未満の子どもを持つふたり親世帯の母親とひとり親世帯の母親の労働時間の差を日米比較し，アメ
リカでは仕事時間はひとり親世帯の方が大きいがその差は１時間未満であるのに対し，日本では４時間以上（有業者だ
けを比較しても２時間以上）あることを明らかにしている。また，その差は1980年代から2000年代にかけて拡大してい
る（田宮・四方,2007）。
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また，世帯内の成人の生活時間（とくに労働時間と通勤時間）の情報をもとに時間貧困を測るため，

その情報を正確に把握することができる世帯に分析対象を限定する。実際のところ，JHPSでは調査対

象者とその配偶者のみに生活時間に関する質問をしており，世帯に夫婦以外の成人がいる場合，その

人の詳細な情報をデータから把握することができない。それゆえ，実際の分析では，総務省「社会生

活基本調査」における世帯類型に合わせ，分析対象を以下の７つの世帯類型に属する回答者に限定す

る 。

・ふたり親世帯（末子が６歳以上）

・ふたり親世帯（末子６歳未満の子が１名）

・ふたり親世帯（末子６歳未満の子が２名以上）

・夫婦世帯（子どもなし）

・ひとり親世帯

・単身世帯（男性）

・単身世帯（女性）

本研究では，学生，親と同居している成人は分析から除外する。また，分析で用いる変数は，性別，

配偶状況，世帯主の年齢，対象者（および配偶者）の就業形態，週当たり労働時間および通勤時間，

子どもの数，世帯主の学歴，所得，居住地域であり，これらの変数がすべて揃う世帯に分析対象を限

定する。なお，本稿では，分析対象を上記の特定世帯に限定していること，そして，第３回から第６

回調査のデータを利用しておりサンプル脱落による影響を少なからず受けていることから，分析対象

が必ずしも日本全体の縮図になっているわけではない点に留意されたい 。

3.2 使用変数の基本統計量

分析に使用する諸変数の基本統計量は表１で示される。この基本統計量は2011年から2014年までの

４年間をプールした統計量（途中で脱落したサンプルも含む）である点に注意されたい。特徴は主に

３点ある。第１に，最も大きな特徴は，今回の分析対象が高齢者に偏っており，60歳以上が４割を占

めるという点である 。これは，親と居住している成人の回答者や学生を分析対象から除外したためで

ある。第２に，居住地域については大きな偏りはなく，東京23区や政令指定都市などの大都市に居住

２)直井・山本（2010）は，JHPSの初年度データ（JHPS2009）の代表的な変数について，公表統計との比較を行って
いる。論文では，対象者の性別や就業形態，世帯の資産・収入・支出状況といった属性は，他の公表統計と比較的似通っ
た分布を示しており代表性の高いデータである点が述べられている。ただし，高齢者や単身世帯の構成比，居住形態な
どの属性に関しては，母集団からの乖離が存在している可能性がある（直井・山本,2010,p.26）。

３)JHPSでは，三世代同居をしている世帯も調査対象として網羅しているが，三世代世帯の全ての成人の生活時間を把
握することができないため，石井・浦川（2014）と同様，今回の研究では分析対象から除外した。

４)赤林・敷島・野崎（2013）ではJHPSのサンプル脱落の要因分析を行っている。その結果，調査からの脱落と有意に
関係のある属性として，前年調査時点の回答における「１年間における転居経験」，「若年層」，「低学歴」，「単身」，「不
健康」などをあげている。

５)2010年の「国勢調査」の結果に基づく国立社会保障・人口問題研究所の推計によると，日本全体で60歳以上人口が占
める割合は2014年で32.0％である。
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表１：変数の基本統計量

出所：「日本家計パネル調査（JHPS2011-2014）」に基づいて著者が計算。変数は全てダミー変数。
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している回答者が全体の３割を占める。第３に，有配偶世帯の夫婦の就業形態について見ると，高齢

者も分析対象としていることから，夫と妻がともに無業である世帯（多くの場合は年金受給世帯）が

全体の２割を占めている。

3.3 所得貧困線の設定

石井・浦川（2014）の分析では，日本の公的扶助制度である生活保護の扶助基準をもとに所得の貧

困線を定義しているが，本稿では相対的貧困の概念をもとに貧困線を定義する。具体的には，分析に

使用したすべての世帯における年間等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割って

算出）の中央値の50％を貧困線とした。結果として125.0万円が所得貧困線として設定された。

3.4 時間貧困線の設定

時間に関する貧困の定義の方法には様々なものがある（Vickery, 1977;Harvey and Mukhopad-

hyay, 2007;Burchardt, 2010;Kalenkoski, 2011）。時間貧困の先駆的な研究であるVickery（1977）

では，時間貧困を「最低限必要な生活時間が労働時間によって確保できない状態」として定義してい

る。ここでの「最低限必要な生活時間」には家庭での「最低限必要な基礎的活動時間（睡眠，食事，

身の回りの用事など）」と「最低限必要な家事・育児時間」が含まれており，「最低限必要な家事・育

児時間」は，家事（炊事，洗濯），育児，看護・介護，買い物といった一連の家事作業を全く外部化し

ない場合に最低限必要となる家事時間を表している 。Vickery（1977）の分析では，当時のアメリカ

の「生活時間調査」を参考に，少なくとも専業主婦（主夫）が１人いる世帯における家事・育児時間

の平均値を最低限必要な家事・育児時間と定めている。Harvey and Mukhopadhyay（2007）もこれ

に倣い，カナダのGeneral Social Surveyから家事・育児の最低必要時間を算出している。基礎的活動

時間（睡眠・食事・身の回りの用事）については，「生活時間調査」をもとに，成人の平均値をあては

めている 。また，両研究では「最低限必要な余暇時間」を別途設けており，これについてVickery（1977）

では週当たり10時間，Harvey and Mukhopadhyay（2007）では週当たり14時間と定めている。さら

に，Burcahrdt（2008,2010）では，最低限必要な育児時間について英国の「育児ガイドライン」を参

考にするなど，絶対的な観点からの時間貧困の検討が行われている。

本稿では，これらの研究の手法を参考として時間貧困線を定義する。具体的には，総務省「平成23

年度社会生活基本調査 」を用いて，「基礎的活動時間（睡眠・食事・身の回りの用事）」（T ）と「最

低限必要な家事・育児時間」（T ）世帯類型ごとに設定し，総時間Ｖ（成人１人のケースでは週168時

間，２人のケースでは週336時間）からこれらの時間（T とT ）を引き，さらに労働・通勤時間（T ）

を引いた値を各世帯の余暇時間と定義する。そして，この余暇時間の中央値の50％を時間貧困線に設

６)ここでの「外部化」とは，外食や出前，お惣菜の購入，市場での家事関連サービスの購入などを表す。
７)具体的には，Vickery（1977）ではUnited States1966Michigan Time-use surveyを参考に成人の基礎的活動時間
の平均値10.2時間/日を利用，Harvey and Mukhopadhyay（2007）では，カナダにおける同様の調査データから成人
の基礎的活動時間の平均値10.5時間/日を利用している。

８) 社会生活基本調査」は，総務省が５年に１度，国民の生活時間の配分や余暇の活動状況などを明らかにするために
行われるものであり，平成23年度調査では約83,000世帯の10歳以上の世帯員約20万人を対象としている。
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定し，時間貧困線に満たない回答者を時間貧困と定義する。

ここで，「基礎的活動時間」（T ）と「最低限必要な家事・育児時間」（T ）の設定について説明する。

まず，「基礎的活動時間」（T ）については，男女別に週全体の平均値をそのまま用いた。内訳として

は，睡眠時間 は男性で7.5時間/日，女性で7.2時間/日，身の回りの用事は男性で1.1時間/日，女性で

1.5時間/日，食事は男性で1.5時間/日，女性で1.6時間/日である。さらに，先行研究に倣い，基礎的

活動時間には最低限必要な基礎的な余暇時間を含めることとした。これについては，平日（月曜日か

ら金曜日）は１時間/日，休日（土曜日と日曜日）は３時間/日と仮定した。

また，「最低限必要な家事・育児時間」（T ）は，家事，看護・介護，育児，買い物の時間を考慮す

る。ただし，本稿のケースでは先行研究に倣い，炊事・洗濯，育児，看護・介護，買い物といった一

連の家事作業を全く外部化（外食や出前，お惣菜の購入，市場経済での家事関連サービスの購入など）

しない場合に必要となる家事・育児時間を想定している。そのため，石井・浦川（2014）同様，分析

対象となる世帯類型ごとに，少なくとも無業の成人１人がいる世帯における家事時間の平均値をあて

はめた。具体的には，夫婦と子どもからなる世帯および夫婦ふたり世帯においては夫が有業で妻が無

業である世帯における家事時間，単身世帯およびひとり親世帯においては無業世帯における家事時間

を参照した。なお，「社会生活基本調査」を参照した場合，男性単身世帯は，他の世帯と比較して家事

時間の平均値が大幅に短くなっている。しかしながら，これは多くの男性単身で既に自炊をせず外食

が多いなど，すでに家事の多くが外部化されていることが考えられる。そのため，男性の単身世帯の

最低限必要家事時間については，女性の単身世帯の家事時間を代用することとした。

表２は，「平成23年社会生活基本調査」に基づいて作成された世帯類型ごとの「基礎的活動時間」（T ）

および「最低限必要家事時間」（T ）を示している。本稿の分析で用いる世帯類型ごとの各生活時間に

加え，比較対象としてHarvey and Mukhopadhyey（2007）で用いられた生活時間を合わせて掲載し

た。表を参照すると，基礎的活動時間，家事・育児等の最低必要時間ともに，本稿で設定した値は先

行研究の値より小さく，その分時間貧困の設定が厳しくなることがわかる。この理由は，OECD（2011）

による国際比較でも明らかにされているとおり，日本人が余暇や個人的ケアに費やす時間が諸外国と

比較して短いためと考えられる。したがって，日本の状況・慣習を反映した時間貧困線を設定してい

る点に注意が必要である 。

４.多次元貧困の測定

本稿の分析に用いる所得と時間の貧困線の定義について前節で説明した。これを踏まえ，本節では

Merz and Rathjen（2014）が提案した相互依存的多次元貧困（Interdependent Multidimensional
 

Poverty）（以下，IMD貧困）の推計手法について解説する。IMD貧困の推定は以下のようなステップ

９)厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2014」では，必要睡眠時間について具体的な数値は示されておらず，必要
な睡眠時間は人それぞれであり，昼間の眠気で困らない程度の睡眠が必要とされている。そのため，本稿では週全体の
平均値を代用した。

10)OECD (2011)p.130,Figure 6.2.
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で行われる。

Step 1：所得 ，余暇時間 を変数とするCES型効用関数 ＝ ， の理論に基づき，人々の厚生

水準・福祉水準を表すWell-beingが，効用と同様に所得と余暇で決定されると仮定する。すな

わち，CES型Well-being関数 ＝ ， を定義し，同関数のパラメータの推定により，時間

と所得の代替関係（相互依存関係）を数量化する。

Step 2：所得，時間がともに貧困線の閾値上にあるケース ， を想定し，この場合の厚生水

準を多次元貧困の閾値 ＝ ， として設定する。（時間の貧困線は世帯類型ご

とに設定しているため，多次元貧困の閾値 も世帯類型 ごとに推計される。）

Step 3：各個人が属する世帯の所得，時間，効用水準を多次元貧困の閾値 や所得，時間の貧困線

の閾値 ， と比較する。そして，各個人が所得と時間の貧困状態について，それぞ

れどのような領域に所属しているかを識別する。具体的には，貧困の状態について，後述の

図２で示す６つの領域を考える。

Step 4：それぞれの貧困の領域に属する回答者について，彼ら（彼女ら）の社会経済属性，世帯属性

表２：帯類型別にみた基礎的活動時間と家事・育児等の最低必要時間
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の特徴を計量分析によって明らかにする。

4.1 CES型Well-being関数（Step 1）

まず，多次元の貧困の推計にあたり，所得と余暇によって効用水準が決まり，所得と余暇の代替弾

力性σ＝
1

1＋ρ
が一定であるような以下のCES型のWell-being関数を考える。

＝ ， ＝γ･δ･ ＋ 1－δ･

推計で求めるパラメータはρ（曲率）， （規模の経済），γ（定数），δ（説明変数の係数）の４つで

ある。投入変数である所得 と余暇時間 の代替の程度はヒックスの代替弾力性の式から求められる。

ρ＝－1，σ＝∞の完全代替（perfect substitution）のケースから，ρ＝∞，σ＝0の代替不可能のケー

スまで様々な値をとることが考えられ，一般にρ＝0，σ＝1の場合のCES型関数はCobb-Douglas型関

数と呼ばれている。

各変数の定義については，余暇時間 を［総時間－基礎的活動時間－家事・育児の最低必要時間－

労働・通勤時間］で定義する。したがって，記号を用いると － － － である。また，所得

は等価可処分所得を用いる。そして，被説明変数のWell-beingを測る指標としては，生活満足度（11段

階）について尋ねた調査票の回答結果の数値を用いる。

Well-being関数のパラメータを求める際は，上記の効用関数の両辺を対数化し，ρ＝0の回りで二次

オーダーまでテーラー展開を行った式を推計に用いる。

ln ＝lnγ－
ρ
lnδ･ ＋ 1－δ･

lnγ＋ δln ＋ 1－δ －0.5ρδ1－δ ln －ln

すなわち，パラメータをわかりやすく置き換え誤差項を加えると，計量モデルは以下の式であらわ

される。

ln ＝ ＋ ln ＋ ln ＋ ln －ln ＋ε

この時，推計から得られた各種パラメータから元の効用関数のパラメータ γ， ，δ，ρが以下のよ

うに求まる。

＝lnγ↔γ＝

＝ δ， ＝ 1－δ ＝ － ↔ ＝ ＋

＝ ＋ δ↔δ＝
＋

＝－0.5ρδ1－δ↔ρ＝ －2
δ1－δ

ρ＝ －2
＋ ･

＋
･1－

＋

＝ －2
－

＋

Well-being関数の値は所得の水準と余暇の水準に応じて求まり，値が一定の場合を描いたグラフは

所得を横軸，余暇を縦軸とすると，図１のような無差別曲線として表現できる。通常の効用関数と同
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様，右上に位置するほど，Well-beingの水準は高くなる。

4.2 多次元貧困の閾値の測定（Step 2）

３節で定義した所得貧困線，時間貧困線の値を効用関数にあてはめることで，所得，時間がともに

貧困の閾値水準にある個人の効用水準を測定することができる。これを貧困の状態を判断するうえで

の閾値ととらえ， と定義し，相互依存の多次元貧困（Interdependent multidimensional poverty）

を考えていることから，この水準の無差別曲線をIMD貧困線と呼ぶことにする。ただし，所得の貧困

は等価所得を用いており各世帯類型で貧困線は同じであるが，時間の貧困は各世帯類型で算出される

余暇時間が異なることから，実際には各世帯類型で貧困線が異なる点に注意されたい。世帯類型別の

所得貧困線 ，時間貧困線 ，さらに推計されたパラメータから計算された効用関数上の貧困の

閾値 は表３で示される。

4.3 多次元貧困の識別（Step 3）

これまでのステップをもとに，各個人の所得（世帯の等価可処分所得），時間，効用水準（幸福度）

を多次元貧困の閾値 や所得と時間の貧困線の閾値 ， と比較し，貧困であるか，貧困

であるとすれどのような貧困状態であるかを識別する。具体的には，貧困状態について，図２で示す

６つの領域を考え，各回答者がそれぞれ６つの中のどの領域に位置しているかを調べる。

それぞれの領域について解説すると，まず領域１は所得貧困，時間貧困，上記のWell-being関数から

推計されたIMD貧困のいずれの定義においても貧困に分類される領域となる。領域２は，所得貧困，

IMD貧困の定義では貧困に分類されるが，時間貧困線は上回っているため，時間貧困ではない領域で

ある。領域３は，時間貧困，IMD貧困の定義では貧困に分類されるが，所得貧困線は上回っているた

め，所得貧困ではない領域である。領域４は，所得の定義では貧困に分類されるが，時間，IMDの貧

困線はともに上回っている領域となる。領域５は，時間の定義では貧困に分類される一方，所得，IMD

図１：所得・時間からなるWell-being関数
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の貧困線はともに上回る領域である。最後に領域６は，あらゆる定義において非貧困である領域とな

る。

ここで最も重要なのは，領域３と領域４である。従来の所得を軸とした貧困の定義では，所得貧困

線を下回る人々，すなわち領域１，領域２，領域４に位置する人々が貧困と認定されていた。しかし，

注１：2011年から2014年のデータをプールしてパラメータの計算を行っている。

注２：推計された効用関数は， ＝0.893･0.231･ ＋0.769･ である。

表３：帯類型別にみた所得，時間，IMD貧困線（2011-2014)

図２：IMD曲線による多次元貧困とその領域
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生活時間との代替可能性を考慮したIMD貧困の定義では，領域１，領域２，領域３が貧困と認定され

る。すなわち，IMD貧困では，従来の所得貧困では貧困と認定していた領域４を非貧困とし，新たに

領域３に位置する者を貧困と認定している点に注意されたい。IMD貧困では，領域３を「生活時間が

不足し，最低限必要な家事・育児サービスを世帯の所得を用いても補えない層」と判断していること

になる。一方で領域４については，所得の貧困線を下回っているものの生活時間が十分にあることか

ら，「所得よりも時間（余暇）を選択しており，必要に応じて所得の貧困を脱出できる非貧困層」とみ

なしている。

表４は，このような貧困の領域（レジーム）と回答者の世帯属性，社会経済属性との関係について

詳しく示したものである。表４から読み取れる特徴的な傾向について以下に記す。第１に，所得の貧

困率が全体で10.3％であるのに対し，Well-being関数の推計から定義された所得・時間の相互依存型の

IMD貧困率は9.0％とやや小さくなっている。これは，領域３に位置する人々が全体で2.2％であった

のに対し，領域４に位置する人々が全体で3.5％とやや大きかったことによるものである。第２に，所

得，時間，IMDのいずれの定義によっても貧困とならない層が全体の約69％を占めているが，時間貧

困に位置づけられる層（領域１，領域３，領域５の層）は全体で２割を上回る。貧困に生活時間の視

点を取り入れることで，貧困に含まれる層がさらに拡大することがわかる。第３に，所得と時間の同

時貧困に直面している世帯は全体の1.9％程度と大きな値ではない。しかしながら，ひとり親世帯は，

所得と時間の同時貧困のケースが約18％と非常に高い割合にのぼっている。また，女性の単身世帯も

約７％の水準に達しており，無視できない。第４に，領域４に位置し，所得貧困と定義されるが，IMD

表４：多次元貧困と社会経済属性との関係

出所：「日本家計パネル調査（JHPS2011-2014）」に基づいて著者が計算。
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貧困では非貧困と判断される層，すなわち，「生活時間を労働に配分することで所得貧困の脱出が可能

と考えられる世帯」は，ひとり親世帯や単身世帯に多く，ひとり親世帯の14.6％，女性単身世帯の17.5％

にのぼっている。第５に，所得のみの基準では貧困でなくても，生活時間の不足からIMD貧困と判断

される世帯（領域３の世帯）は，６歳未満の子どもを２人以上持つふたり親世帯や単身世帯で他の世

帯と比べて高い値になっている。次節では，これらの点を踏まえながら，様々な種類の貧困の社会経

済的要因について計量分析を行う。

５.計量分析

前節までの記述的な分析を踏まえ，本節では所得と時間を考慮した多次元貧困の社会経済的要因に

ついて計量モデルを構築し，検証を行う。これは，前節で述べたIMD貧困の分析のStep 4に該当する。

図２で示されるように，所得貧困線，時間貧困線，IMD貧困線の３つの貧困線を定義することにより，

貧困と認定される領域は領域１から領域５までの５つのレジームに分類することができる。これらの

貧困の性質・置かれている状況はそれぞれ異なっていることから，それぞれの領域で貧困と認定され

た回答者を１，そうでない者を０とするダミー変数を作成し，ロジット分析によって，各々の貧困の

領域（Regime）とどのような社会経済属性との関連が強いかを検証する。

表５は，４年分のデータをプールしたロジット・モデルの推定結果である。プールされた全体のサ

ンプルサイズは，もともとは4,839（途中で脱落したサンプルも含む）であるが，計量モデルによって

は，ある説明変数（ダミー変数）が１，０どちらの値をとろうとも，被説明変数（貧困の領域を示す

ダミー変数）の値が一意に０の値をとり，係数の推定ができないケースが存在している。このような

場合は，該当する説明変数（ダミー変数）の値が１である回答者（たとえば，Regime1のモデルで「無

業（専業主婦・引退など）」ダミーが１である回答者）は分析から除外した。

以上の点を踏まえた上で，ロジット・モデルの推定結果の主な特徴について述べる。第１に，所得，

時間，IMDの３つのケースのどれにおいても貧困の状態と判断される領域１の分析結果について見る

と，有配偶が無配偶に比べて，60代が40代に比べて，そして，フルタイム雇用がパートタイム雇用と

比べて貧困リスクが低くなっている。一方，居住地域について言えば，大都市の方が，その他の都市

（中都市・小都市）に比べて貧困リスクが高くなっている点が注目される。所得と時間の同時貧困に

関して言えば，高齢者と就労世代の間で貧困リスクに統計的な差異はない。第２に，所得とIMDの２

つのケースで貧困の状態と判断される領域２について見ると，30代，中・高卒，無業（失業）などの

グループの貧困リスクが高いことがわかる。若年層や低学歴層，雇用不安定層に低所得層が多いこと

を踏まえると，比較的解釈が容易な分析結果と言える。第３に，本稿で最も関心のある領域３（所得

は非貧困，時間とIMDは貧困）と領域４（所得は貧困，時間とIMDは非貧困）に属する人々の社会経

済属性の特徴・違いをみると，領域３では中・高卒や自営業のオッズ比が有意に高くなっているのに

対し，領域４では女性，無業（専業主婦，引退など），無業（失業），町村居住のオッズ比が有意に正

になっている。30代など若年層のオッズ比が有意に高いことは双方に共通するが，50代，60代のオッ

ズ比が領域４では有意に低くなっている点も興味深い傾向としてあげられる。第４に，領域５（時間
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表５：多次元貧困の要因に関するロジット分析（オッズ比)

注： ， ， はそれぞれ１％，５％，10％水準で係数が統計的に有意であることを示す。
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は貧困，所得とIMDは非貧困）については，フルタイム雇用，自営業，20代，50代，主観的健康感の

高い者などのオッズ比が有意に正である。フルタイム就労は，一般に時間貧困のリスクを高めるもの

の，所得を用いて生活時間の不足を補えるケースが大きいことを示唆する分析結果である。

これまでの所得のみを考慮した貧困では，領域３に位置する者は貧困とは判断されていなかった。

一方，IMD貧困では，領域３が新たに貧困と判断され，所得の不足を生活時間で補える領域４につい

ては貧困とは認定されない。領域１，領域２，領域３に該当するIMD貧困から判断すると，貧困リス

クが高いのは，30代の若年層と中・高卒であり，領域３のみに限定すると自営業や他の就業（嘱託等）

の貧困リスクが高いことがわかる。労働時間の調整を自身の裁量で実現できそうな自営業で領域３の

タイプの貧困リスクが高いことはやや意外な結果であるが，企業・雇用主からの働きかけがないため，

夫婦ともに労働時間が過重になってしまうケースが考えられる。

６.おわりに

本稿では「日本家計パネル調査」（JHPS）の個票データ（2011-2014）を使用し，所得と生活時間の

双方の次元に注目した貧困分析を行った。具体的には，Merz and Rathjen（2014）が提唱したCES型

Well-being関数を用いた貧困の推計により，これまで見過ごされてきた「生活時間の不足を原因とする

貧困層」（図２の領域３に対応）や「所得よりも時間（余暇）を選択している非貧困層」（領域４に対

応）の抽出を行った。

推定結果によると，分析対象となった世帯全体（学生のいる世帯や三世代世帯は除く）において，

所得と時間の同時貧困に直面している世帯は全体の２％と低い水準であった。しかし，ひとり親世帯

は，所得と時間の同時貧困は18％程度の高い割合にのぼっており，女性の単身世帯も約７％の水準に

達していることがわかった。また，所得のみの基準では貧困でなくても，生活時間の不足から貧困と

判断される世帯（領域１，３，５に対応）が，全体の約20％にものぼっており，幅広い層が生活時間

の不足に直面していることがわかった。分析結果の中で特に重要な部分は，従来の所得基準では貧困

とはみなされないが，Well-being関数の推計から定義されたIMD貧困（領域３に対応）では貧困とみ

なされるケースである。このケースは全体でみると約２％と小さな割合であるが，６歳未満の子ども

を２人以上持つふたり親世帯の5.5％，単身世帯（女性）の3.7％がそのケースに該当しており，子育

て世帯の真の貧困リスクが従来の所得を基準とする貧困指標では過小評価されてしまう可能性を示唆

している。また，計量分析の結果を踏まえると，従来の所得のみの貧困基準では，世帯主が中・高卒

の世帯，自営業世帯などの貧困がやや低めに推計されやすいことが示唆された。

就学前の子どもを持つ世帯に関して言えば，特に近年は，日本の子どもの貧困率の高さや，子育て

世帯の所得格差の高さが国内外の研究で指摘されており，さらなる政策支援の必要性が高まってい

る 。本稿の分析結果は，ひとり親世帯に対する就労支援政策や，共働き世帯への子育て支援などの政

策の重要性を改めて示唆するものと言える。ただし，ひとり親世帯に対する就労支援政策については，

欧米諸国と比較して日本のシングルマザーは顕著に労働時間が長いこと，ならびにひとり親世帯はふ

たり親世帯と比べて「仕事と家庭生活の間で衝突が起きる頻度」が顕著に高いといった現実を踏まえ
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ると，就労の負担の軽減や就労時間外における子育ての負担の軽減といった支援もあわせて充実させ

る必要がある。

最後に，本稿の課題としては，資産を考慮した貧困分析の必要性が挙げられる。推定結果によると，

生活時間を労働に配分することで所得貧困の脱出が可能と考えられる世帯（領域４に対応）が，ひと

り親世帯や単身世帯（女性）に多く，それぞれ約16％，約18％にのぼっている（表４）。これは無視で

きない割合であるが，労働に参加していない，あるいは労働時間が少ないという状況が自発的な選択

によるものなのか，それとも非自発的なものであり，選択の余地はきわめて限定的であったのか，さ

らに検証を深める必要がある。その際，世帯の資産保有状況を踏まえた貧困研究が非常に重要となろ

う。現在，資産を考慮した日本の貧困研究としては，被保護世帯に対する資産保有要件を緩めた場合

に実際の保護率がどの程度変化するかを検証した山田他（2011）の研究など，わずかにとどまってい

る 。

近年，わが国では長時間労働の蔓延が大きな社会問題となっており，国をあげてその是正に向けた

取り組みが進められている。長時間労働は，余暇時間を短縮化にとどまらず，睡眠不足や運動不足を

引き起こし，家庭や社会とのつながりの希薄化，ひいては健康を害する可能性が複数の研究で明らか

にされている（Kalenkoski and Karmrick, 2013;Ohtsu, et al., 2013）。多様な側面に目を向けた貧

困の測定により，貧困の削減に向けたより適切な政策アプローチが可能になると考えられる。
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